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秋田県公安委員会委員長 安藤 巳智子

秋田県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

秋田県道路交通法施行細則（昭和39年秋田県公安委員会規則第７号）の一部を次のとおり改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後 改正前

第１条～第８条の２ 略 第１条～第８条の２ 略

（軽車両の乗車又は積載の制限） （軽車両の乗車又は積載の制限）

第９条 法第57条第２項の規定による軽車両の乗車人員 第９条 法第57条第２項の規定による軽車両の乗車人員

又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限 又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限

は、次に掲げるものとする。 は、次に掲げるものとする。

(１) 乗車人員の制限 (１) 乗車人員の制限

ア 自転車には、運転者以外の者を ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を

乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該 乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該

当する場合は、この限りでない。 当する場合は、この限りでない。

(ア) 16歳以上の運転者が、幼児（小学校就学の始 (ア) 16歳以上の運転者が、幼児（６歳未満の者を

期に達するまでの者をいう。以下同じ。）１人を いう。以下同じ。）１人を幼児用座席に乗車させ

幼児用座席に乗車させている場合 ている場合

(イ)～(オ) 略 (イ)～(オ) 略

イ 自転車以外の軽車両には、その乗 イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗

車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。 車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略

第10条～第18条 略 第10条～第18条 略

別表第１（第５条の２関係）～別表第３（第16条の３関係） 略 別表第１（第５条の２関係）～別表第３（第16条の３関係） 略

様式第１号（第５条の２関係） 略 様式第１号（第５条の２関係） 略

様式第２号（第５条の３関係） 様式第２号（第５条の３関係）



様式第３号（第５条の５関係） 略 様式第３号（第５条の５関係） 略

様式第４号（第６条、第６条の２、第６条の３関係） 様式第４号（第６条、第６条の２、第６条の３関係）

様式第５号（第６条、第６条の２、第６条の３関係） 略 様式第５号（第６条、第６条の２、第６条の３関係） 略

様式第６号（第６条、第６条の２、第６条の３関係） 様式第６号（第６条、第６条の２、第６条の３関係）



様式第７号（第６条、第６条の２、第６条の３関係） 様式第７号（第６条、第６条の２、第６条の３関係）

様式第８号（第７条関係） 様式第８号（第７条関係）

様式第８号の２（第７条の２の２関係）～様式第８号の13（第 様式第８号の２（第７条の２の２関係）～様式第８号の13（第

７条の12関係） 略 ７条の12関係） 略



様式第８号の14（第７条の13関係） 様式第８号の14（第７条の13関係）

様式第８号の15（第７条の13関係） 略 様式第８号の15（第７条の13関係） 略

様式第８号の16（第７条の13関係） 様式第８号の16（第７条の13関係）



様式第８号の17（第７条の13関係） 様式第８号の17（第７条の13関係）

様式第８号の18（第７条の13関係） 様式第８号の18（第７条の13関係）

様式第８号の19（第７条の14関係）～様式第８号の22（第７ 様式第８号の19（第７条の14関係）～様式第８号の22（第７

条の17関係） 略 条の17関係） 略



様式第８号の23（第７条の18関係） 様式第８号の23（第７条の18関係）

様式第８号の24（第７条の18関係） 略 様式第８号の24（第７条の18関係） 略



様式第８号の25（第７条の19関係） 様式第８号の25（第７条の19関係）

様式第８号の26（第７条の20関係） 様式第８号の26（第７条の20関係）



様式第８号の27（第７条の21関係）～様式第８号の28（第７ 様式第８号の27（第７条の21関係）～様式第８号の28（第７

条の22関係） 略 条の22関係） 略

様式第８号の29（第７条の23関係） 様式第８号の29（第７条の23関係）



様式第８号の30（第７条の23関係） 様式第８号の30（第７条の23関係）

様式第８号の31（第７条の24関係）～様式第８号の32（第７ 様式第８号の31（第７条の24関係）～様式第８号の32（第７

条の25関係） 略 条の25関係） 略

様式第８号の33（第７条の26関係） 様式第８号の33（第７条の26関係）



様式第８号の34（第７条の27関係） 様式第８号の34（第７条の27関係）

様式第８号の35（第７条の28関係） 略 様式第８号の35（第７条の28関係） 略

様式第９号（第11条の２関係） 様式第９号（第11条の２関係）



様式第10号（第11条の２関係） 様式第10号（第11条の２関係）

様式第11号（第11条の２関係）～様式第18号の４（第15条の 様式第11号（第11条の２関係）～様式第18号の４（第15条の

５関係） 略 ５関係） 略

様式第18号の４（第15条の５関係）（裏面） 様式第18号の４（第15条の５関係）（裏面）



様式第19号（第16条関係） 略 様式第19号（第16条関係） 略

様式第20号（第16条の２関係） 様式第20号（第16条の２関係）

様式第21号（第16条の２関係） 略 様式第21号（第16条の２関係） 略

様式第22号（第16条の２関係） 様式第22号（第16条の２関係）

様式第23号（第16条の３関係） 様式第23号（第16条の３関係）

様式第24号（第16条の３関係） 略 様式第24号（第16条の３関係） 略



様式第25号（第16条の４関係） 様式第25号（第16条の４関係）

様式第26号（第16条の５関係） 様式第26号（第16条の５関係）

様式第27号（第16条の６関係） 略 様式第27号（第16条の６関係） 略

様式第28号（第16条の７関係） 様式第28号（第16条の７関係）

様式第29号（第16条の７関係） 略 様式第29号（第16条の７関係） 略

様式第29号の２（第16条の９関係） 様式第29号の２（第16条の９関係）

様式第29号の３（第16条の10関係） 様式第29号の３（第16条の10関係）

様式第29号の４（第16条の10の２関係） 略 様式第29号の４（第16条の10の２関係） 略



様式第29号の５（第16条の10の２関係） 様式第29号の５（第16条の10の２関係）

様式第30号（第16条の11関係） 様式第30号（第16条の11関係）

付票 略 付票 略

様式第30号の２（第16条の11関係） 様式第30号の２（第16条の11関係）



様式第30号の３（第16条の11関係） 様式第30号の３（第16条の11関係）

様式第31号（第16条の11関係） 様式第31号（第16条の11関係）

様式第32号（第16条の12関係） 様式第32号（第16条の12関係）

様式第33号（第16条の12関係）～様式第35号（第16条の16関 様式第33号（第16条の12関係）～様式第35号（第16条の16関

係） 略 係） 略

附 則

この規則は、令和３年１月４日から施行する。


